
2-13-1　栃木県防災行政ネットワーク構成図令和５（２０２３）年４月１日現在

▲ 県庁局　

県庁中継所 ■●危機管理課 ▲■●消防学校　 ■ 総合運動公園　 ▲ ●気象台　 ▲ 建産連 ▲■ 自治医大
●総合政策課　

八方ヶ原中継所 ●秘書室　　　　 ■ 井頭公園　 ▲■●陸上自衛隊　 ■●道路公社 ▲■ 国際医療大塩谷病院

●広報課　　　　
（移動系） 茶ノ木平中継所 ▲ 衛星可搬装置 ●財政課　　　　 ■ 那須野が原公園　 ▲ 医師会　 ▲■ 済生会病院　 ▲■ 那須日赤

●人事課　　　　
南那須中継所 ●管財課　　　　 ■ 鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ　 ▲ ●日赤栃木　 ▲■ 栃木医療センター ▲□：衛星携帯（移動系代替）足利日赤

●県民協働推進課　
柏倉中継所 ▲ 東京事務所 ●保健福祉課　 ■ みかも山公園　 ▲ ＮＨＫ宇都宮　 ▲■ うつのみや病院　 ■ 東武日光駅

●環境森林政策課
●産業政策課　 ■ 日光だいや川公園　 ▲ ●東電栃木　 ▲■ 上都賀病院 ■ 栃木放送　
●農政課　　　　
●県土防災センター ■ 栃木県中央公園　 ▲ ●東京ガス　 ▲■ 獨協日光 ■ エフエム栃木
●道路保全課
●河川課　　　　 ■ とちぎわんぱく公園　 ▲ ●ＮＴＴ栃木　 ▲■ 芳賀日赤 ■ とちぎテレビ　
●会計管理課
●経営企画課 ▲ ●ＪＲ宇都宮　 ▲■ 獨協医大 ■ 芳賀上水道企業団

▲：衛星系（地球局及びＶＳＡＴ局） ●教育政策課
■：移動系（260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線） ●警備第二課
□：衛星携帯（移動系代替）
●：防災情報端末

▲ 河内支部 ▲ 上都賀支部 ▲ 芳賀支部　 ▲ 下都賀支部　 ▲ 塩谷支部　 ▲ 那須支部　 ▲ 南那須支部　 ▲ 安足支部　

■●宇都宮県税 ■●鹿沼県税 ■●真岡県税　 ■●栃木県税　 ■●矢板県税　 ■●大田原県税　 ■●烏山健康　 ■●安足県税　
■ 河内農振 ■●県西健康　 ■ 芳賀農振　 ■ 栃木健康　 ■ 矢板環境 ■ 県北環境　 ■●烏山土木　 ■ 県南環境　
■●宇都宮土木 ■●鹿沼土木　 ■ 県東環境　 ■●栃木土木　 ■ 塩那農振　 ■●大田原土木　 ■●安足土木（安蘇）　

■ 上都賀農振　 ■●県東健康　 ■ 下都賀農振　 ■●矢板土木　 ■ 安足農振　
■●真岡土木　 ■ 矢板健康　

▲ ●航空隊 ▲■●日光土木　 ▲ 小山庁舎 ▲ ●矢板土木ダム　 ■ 那須農振　 ▲ 足利庁舎

▲■●今市健康　 ■●県南健康　 ■●県北健康　 ■●安足土木　
■ 県西環境　

▲ ●下水道管理 ■●安足健康

▲■●宇都宮市 ▲■●鹿沼市　 ▲■●日光市　 ▲■●真岡市　 ▲■●栃木市　 ▲■●小山市　 ▲■●矢板市　 ▲■●大田原市　 ▲■●那須烏山市　 ▲■●佐野市　 ▲■●足利市　

▲■●宇都宮消防 ▲■●鹿沼消防　 ▲■●日光消防　 ▲■●益子町　 ▲■●栃木消防　 ▲■●下野市 ▲■●さくら市 ▲■●那須塩原市　 ▲■●那珂川町　 ▲■●佐野消防　 ▲■●足利消防　

▲■●茂木町　 ▲■●上三川町 ▲■●塩谷町　 ▲■●那須町　 ▲■●南那須消防　

▲■●市貝町　 ▲■●壬生町 ▲■●高根沢町 ▲■●那須地区消防　

▲■●芳賀町　 ▲■●野木町　 ▲■●塩谷消防　

▲■●芳賀消防　 ▲■●小山消防　

▲■●石橋消防　
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２－１３－２ 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書 

 (1) 市町 

 

 栃木県（以下「甲」という。）と       （以下「乙」という。）とは、栃木県防災行政ネットワーク通信 

施設（以下「通信施設」という。）の設置及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務の円滑化を図るため、甲が乙の庁舎に設置する通信 

 施設の管理運営及び経費の負担等について必要な事項を定めるものとする。 

 （通信施設の設置） 

第２条 甲は、乙の管理する庁舎に通信施設を設置するものとする。 

２ 通信施設の所有権は甲に帰属するものとし、乙は、通信施設の設置に当たり必要な庁舎施設、その付属設備 

 及び敷地を無償で甲の使用に供するものとする。 

 （経費の負担） 

第３条 通信施設の管理運営に関する経費の負担は次によるものとする。ただし、第２号のエの費用は甲が他の 

通信施設等の費用も含め一括支払うものとし、これに要する経費は、次条第１項の栃木県防災行政ネットワー 

ク運営協議会において決定した額を毎年度甲の請求により乙が負担するものとする。 

 １ 甲が負担する経費 

  ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費（乙が負担する額を除く。） 

  イ 衛星通信回線の利用に係る分担金（応益割分） 

  ウ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の２分の１に相当する額 

 ２ 乙が負担する経費 

  ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費（甲が負担する額を除く。） 

  イ 乙の都合により通信施設の移設等を行う場合の当該工事に要する経費 

  ウ 乙の原因により生じた損傷等の補修に要する経費 

  エ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の２分の１に相当する額 

  オ 通信施設の電気使用料、消耗品代及び非常用発電機の燃料費 

 （栃木県防災行政ネットワーク運営協議会） 

第４条 通信施設の円滑な運用及び管理運営に関し必要な事項を協議するため、栃木県防災行政ネットワーク運 

 営協議会を設置する。 

 （協定期間） 

第５条 この協定の期間は、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までとする。ただし、有効期間満 

 了の日の１か月前までに甲乙いずれからも特に意思表示がない場合は、この協定は平成２４年４月１日から１ 

 年間を有効期間として延長されるものとし、以後この例によるものとする。 

 （その他） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものと 

 する。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１通を保有する 

ものとする。 

 

  平成２３年１０月１日 

                         甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                 栃木県知事 

 

                         乙 各市町長 
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(2) 消防本部 

 

 栃木県（以下「甲」という。）と               （以下「乙」という。）とは、栃木県防災行政 

ネットワーク通信施設（以下「通信施設」という。）の設置及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務の円滑化を図るため、甲が乙の庁舎に設置する通信 

 施設の管理運営及び経費の負担等について必要な事項を定めるものとする。 

 （通信施設の設置） 

第２条 甲は、乙の管理する庁舎に通信施設を設置するものとする。 

２ 通信施設の所有権は甲に帰属するものとし、乙は、通信施設の設置に当たり必要な庁舎施設、その付属設備 

 及び敷地を無償で甲の使用に供するものとする。 

 （経費の負担） 

第３条 通信施設の管理運営に関する経費の負担は次によるものとする。 

 １ 甲が負担する経費 

  ア 通信施設の設置に要する経費 

  イ 通信施設の維持管理に要する経費 

  ウ 衛星通信回線の利用に係る分担金（応益割分） 

  エ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料 

 ２ 乙が負担する経費 

  ア 乙の都合により通信施設の移設等を行う場合の当該工事に要する経費 

  イ 乙の原因により生じた損傷等の補修に要する経費 

  ウ 通信施設の電気使用料、消耗品代及び非常用発電機の燃料費 

 （協定期間） 

第４条 この協定の期間は、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までとする。ただし、有効期間満 

 了の日の１か月前までに甲乙いずれからも特に意思表示がない場合は、この協定は平成２４年４月１日から１ 

 年間を有効期間として延長されるものとし、以後この例によるものとする。 

 （その他） 

第５条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものと 

 する。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１通を保有する 

ものとする。 

 

  平成２３年１０月１日 

 

                         甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                 栃木県知事 

 

                         乙 各消防本部消防長 
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(3) 防災関係機関 

 

 栃木県（以下「甲」という。）と               （以下「乙」という。）とは、栃木県防災行政 

ネットワーク通信施設（以下「通信施設」という。）の設置及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務の円滑化を図るため、甲が乙の建物等に設置する通 

 信施設の管理運営及び経費の負担等について必要な事項を定めるものとする。 

 （通信施設の設置） 

第２条 甲は、乙の管理する建物等に通信施設を設置するものとする。 

２ 通信施設の所有権は甲に帰属するものとし、乙は、通信施設の設置に当たり必要な施設、その付属設備及び 

 敷地を無償で甲の使用に供するものとする。 

 （経費の負担） 

第３条 通信施設の管理運営に関する一切の経費は、甲が負担するものとする。 

 （協定期間） 

第４条 この協定の期間は、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までとする。ただし、有効期間満 

 了の日の１か月前までに甲乙いずれからも特に意思表示がない場合は、この協定は平成２４年４月１日から１ 

 年間を有効期間として延長されるものとし、以後この例によるものとする。 

 （その他） 

第５条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものと 

 する。 

 

 この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その１通を保有する 

ものとする。 

 

  平成２３年１０月１日 

 

                         甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                 栃木県知事 

 

                         乙 各防災関係機関の長 
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２－１３－３ 栃木県警察専用有線電話通信系統図
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栃木県警察本部

（通信指令課）

栃木県警察超短波無線通信系統図
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